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諮問庁：厚生労働大臣 

諮問日：平成２７年１０月１６日（平成２７年（行個）諮問第１６８号） 

答申日：平成２９年５月１５日（平成２９年度（行個）答申第２２号） 

事件名：本人に対する労災補償給付の不支給決定に関する調査結果復命書等の

一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「審査請求人が，平成２７年特定月日付けで特定労働基準監督署から不

支給決定を受けた労災請求に係る不支給決定理由がわかる調査結果復命書

文書一式。ただし，請求人が提出した文書は除く。」に記録された保有個

人情報（以下「本件対象保有個人情報」という。）につき，その一部を不

開示とした決定について，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分に

ついては，別表の４欄に掲げる部分を開示すべきである。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は，行政機関の保有する個人情報の保護に関する法

律（以下「法」という。）１２条１項の規定に基づく開示請求に対し，東

京労働局長（以下「処分庁」という。）が，平成２７年６月２３日付け東

労発総個開第２７－９１号により行った一部開示決定（以下「原処分」と

いう。）を取り消し，不開示部分の開示を求めるというものである。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。 

部分開示で，特に関係者の聴取書が全て黒塗りのため，誰を聴取し，ど

のような内容かが，１００パーセントわかりません。もう少し開示してい

ただけますようご検討をお願いする。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

 １ 理由説明書 

（１）本件審査請求の経緯 

ア 本件審査請求人である開示請求者（以下，第３において「請求者」

という。）は，平成２７年５月７日付けで，処分庁に対して，法１２

条１項の規定に基づき，｢平成２７年特定月日付けで特定労働基準監

督署から不支給決定を受けた労災請求に係る，不支給決定理由がわか

る調査結果復命文書一式」に係る開示請求を行った。 

イ これに対して，処分庁が原処分を行ったところ，請求者がこれを不
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服として，平成２７年７月１７日付け（同月２１日受付）で審査請求

を提起したものである。 

（２）諮問庁としての考え方 

本件審査請求に関し，原処分において不開示とした部分のうち一部を

新たに開示した上で，別表の２欄に掲げる情報については、不開示理由

について，法１４条２号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに基づき，原

処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（３）理由 

ア 本件対象保有個人情報の特定について 

本件対象保有個人情報は，平成２７年特定月日付けで特定労働基準

監督署から不支給決定を受けた労災請求に係る，不支給決定理由が

わかる調査結果復命文書一式である。 

イ 不開示情報該当性について 

（ア）法１４条２号の不開示情報 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号３，５，

６の①，７，８，９，１０，１１，１３の②，２１の①，２２の①，

２４の①，２５，３５，３６，３７，３８及び３９の①の不開示部

分は，請求者以外の氏名，印影など，請求者以外の個人に関する情

報であって，請求者以外の特定の個人を識別することができるもの

であるため，当該情報は，法１４条２号本文に該当し、かつ同号た

だし書イからハまでのいずれにも該当しないため、原処分を維持し

て不開示とすることが妥当である。 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１，２，

６の②，１５，１６，１７，１８，１９及び２０の不開示部分は，

特定労働基準監督署の調査官が本件労災請求に係る処分を行うに当

たり，請求者以外の特定個人から聴取をした内容である。当該聴取

内容に関する情報が開示された場合には，被聴取者が，不当な干渉

を受けることが懸念され，請求者以外の個人の権利利益を害するお

それがあるため，当該情報は，法１４条２号本文に該当し，かつ同

号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないため，原処分を維

持して不開示とすることが妥当である。 

（イ）法１４条３号イの不開示情報 

別表に記載した情報のうち，文書番号１２及び１３の①の不開示

部分は，特定事業場等の印影である。印影は，書類の真正を示す認

証的な機能を有する性質のものであり，かつ，これにふさわしい形

状のものであることから，これらの情報が開示された場合には，偽

造により悪用されるおそれがある等，当該事業場の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあることから，法１４条３
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号イに該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当で

ある。 

別表に記載した情報のうち，文書番号２２の②及び３９の②の不

開示部分は，特定事業場の業務内容に関する情報等であり，当該事

業場が一般に公にしていない内部情報である。そのため，仮にこれ

らの情報が開示された場合には，当該事業場が，当該内容に不満を

抱いた労災請求人等から不当な干渉を受けることが懸念され，当該

事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

ることから，法１４条３号イに該当するため，原処分を維持して不

開示とすることが妥当である。 

（ウ）法１４条３号ロの不開示情報 

別表に記載した情報のうち，文書番号２１の②，２２の②，２４

の②，３２及び３９の②の不開示部分は，当該事業場が一般に公に

していない内部情報である。これらの情報は，行政機関の要請を受

けて，開示しないとの条件で任意に提供されたものであって，通例

として開示しないこととされているものであることから，法１４条

３号ロに該当するため，原処分を維持して不開示とすることが妥当

である。 

（エ）法１４条７号柱書の不開示情報 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち文書番号１，２，６

の②，１５，１６，１７，１８，１９及び２０の不開示部分は，労

働基準監督署の調査官が本件労災請求に係る処分を行うに当たり，

請求者以外の特定個人から聴取した内容等である。これらの聴取内

容等が開示された場合には、請求者以外の個人の権利利益を害する

おそれがあることは，上記３（２）ア②で既に述べたところであ

る。 

加えて，これらの情報を開示するとした場合，被聴取者が心理的

に大きな影響を受け，被聴取者自身が把握・認識している事実関係

について申述することをちゅうちょし，労災請求人側，事業場側い

ずれか一方に不利になる申述を意図的に忌避するといった事態が発

生し，公正で的確な労災認定を実施していく上で必要不可欠な事実

関係についての客観的申述を得ることが困難になるおそれがある。

したがって，これらの情報は，開示することにより，労働基準監督

署における労災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあることから，法１４条７号柱書の不開示情報に該当するた

め，原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号２２の②

及び３９の②の不開示部分は，特定事業場の業務内容に関する情報
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等であり，当該事業場が一般に公にしていない内部情報である。こ

れらの情報が開示された場合には，当該事業場の権利，競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがあることは，上記３（２）イ

②で既に述べたところである。 

さらに，これらの情報は，守秘義務により担保された労災補償行

政に対する信頼に基づき，当該事業場に理解と協力を求めた上で得

られたものであるから，当該情報を開示するとした場合には，この

ことを知った事業場だけでなく関係者の信頼を失い，労災認定の調

査への協力をちゅうしょさせることとなり，公正で的確な労災認定

を実施していく上で必要な事実関係を把握することが困難となる。

したがって，これらの情報は開示することにより労働基準監督署に

おける労災認定等の事務処理の適正な遂行に支障を及ぼすおそれが

あることから，法１４条７号柱書に該当するため，原処分を維持し

て不開示とすることが妥当である。 

（４）結論 

以上のとおり，本件対象保有個人情報については，原処分の一部を変

更し，原処分において不開示とした部分のうち一部を新たに開示した上

で、別表の２欄に掲げる情報については、法１４条２号、３号イ及びロ

並びに７号柱書に基づき，原処分を維持して不開示とすることが妥当で

ある。 

３ 補充理由説明書 

法４２条の規定に基づき，平成２７年１０月１６日付け厚生労働省発基

１０１６第３号により諮問した平成２７年（行個）諮問第１６８号に係る

諮問書理由説明書につき，以下のとおり修正するとともに，同理由説明書

別表に不開示理由の修正を行う。 

（１）不開示情報該当性について 

理由説明書の該当部分を以下のとおり修正する。 

ア 法１４条２号の不開示情報 

（ア）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号３，５，

６の①，７，８，９，１０，１１，１３の②，２１，２２の①，２

４の①，２５，３５，３６，３７，３８及び３９の①の不開示部分

は，請求者以外の氏名，印影など，請求者以外の個人に関する情報

であって，請求者以外の特定の個人を識別することができるもので

あるため，当該情報は，法１４条２号本文に該当し，かつ同号ただ

し書イからハまでのいずれにも該当しないため，原処分を維持して

不開示とすることが妥当である。 

（イ）別表に記載した本件対象保有個人情報のうち，文書番号１，２，

６の②，１５，１６，１７，１８，１９及び２０の不開示部分は，
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特定労働基準監督署の調査官が本件労災請求に係る処分を行うにあ

たり，請求者以外の特定個人から聴取をした内容である。当該聴取

内容に関する情報が開示された場合には，被聴取者が，不当な干渉

を受けることが懸念され，請求者以外の個人の権利利益を害するお

それがあるため，当該情報は，法１４条２号本文に該当し，かつ同

号ただし書イからハまでのいずれにも該当しないため，原処分を維

持して不開示とすることが妥当である。 

イ 法１４条３号イの不開示情報 

（ア）別表に記載した情報のうち，文書番号１２，１３の①及び２２の

①の不開示部分は，特定事業場等の印影である。印影は，書類の真

正を示す認証的な機能を有する性質のものであり，かつ，これにふ

さわしい形状のものであることから，これらの情報が開示された場

合には，偽造により悪用されるおそれがある等，当該事業場の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることか

ら，法１４条３号イに該当するため，原処分を維持して不開示とす

ることが妥当である。 

（イ）別表に記載した情報のうち，文書番号２２の②及び３９の②の不

開示部分は，特定事業場の業務内容に関する情報等であり，当該事

業場が一般に公にしていない内部情報である。そのため，仮にこれ

らの情報が開示された場合には，当該事業場が，当該内容に不満を

抱いた労災請求人等から不当な干渉を受けることが懸念され，当該

事業場の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

ることから，法１４条３号イに該当するため、原処分を維持して不

開示とすることが妥当である。 

ウ 法１４条３号ロの不開示情報 

別表に記載した情報のうち，文書番号２２の②，２４の②，３２及

び３９の②の不開示部分は，当該事業場が一般に公にしていない内

部情報である。これらの情報は，行政機関の要請を受けて，開示し

ないとの条件で任意に提供されたものであって，通例として開示し

ないこととされているものであることから，法１４条３号ロに該当

するため、原処分を維持して不開示とすることが妥当である。 

（２）理由説明書別表の修正等について 

理由説明書別表の該当部分を以下のとおり追加・修正する。 

（下線部分が追加・修正部分）。 

別表 

文書

番号 

対象文書

名 
不開示を維持する部分 

不開示情報 

（法１４条該当号） 
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２号 ３ 号

イ 

３号

ロ 

７号 

２１ 

 

資料一覧 

 

１頁不開示部分 ○    

２２ 事業主申立

書 

①１頁担当者名及び印

影，６頁担当者氏名部

分 

○ ○   

②３頁，４頁不開示部

分，６頁の担当者氏名

部分以外の不開示部分 

 ○ ○ ○ 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２７年１０月１６日  諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年１１月１３日     審議 

   ④ 平成２９年２月８日    委員の交代に伴う所要の手続の実施， 

本件対象保有個人情報の見分及び審議 

   ⑤ 同年３月２３日      諮問庁からの補充理由書を収受 

   ⑥ 同年５月１１日      審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件対象保有個人情報は，「審査請求人が，平成２７年特定月日付け特

定労働基準監督署から不支給決定を受けた労災請求に係る不支給決定理由

がわかる調査結果復命書文書一式。ただし，請求人が提出した文書は除

く。」に記録された保有個人情報であり，具体的には，別表の１欄に掲げ

る文書番号１ないし文書番号３９の文書に記録された保有個人情報である。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の一部について，法１４条２号，３号

イ及びロ並びに７号柱書きに該当する部分を不開示とする原処分を行った

ところ，審査請求人は，不開示部分の全てを開示すべきであるとしている。 

これに対して，諮問庁は，諮問に当たり，原処分で不開示とした部分の

うち，一部を新たに開示することとするが，別表の２欄に掲げる部分につ

いては，なお不開示とすべきとしている。 

このため，本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ，諮問庁がな

お不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性について，以下，検

討する。 

２ 不開示情報該当性について 

（１）別表に掲げる文書番号１（精神障害の業務起因性判断のための調査復
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命書）及び文書番号２（関係者の申立（要旨））の不開示部分について 

当該不開示部分は，労働基準監督署の調査担当官が本件労災請求に対

する処分に当たり審査請求人以外の第三者から聴取した内容並びに被聴

取者の立場及び氏名（氏のみの場合を含む。）等であり，一体として法

１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができるものに該当する。 

ア 当該不開示部分のうち，被聴取者の立場及び氏名（氏のみの場合を

含む。）については，審査請求人が知り得る情報であるとは認められ

ないことから，法１４条２号ただし書イに該当せず，同号ただし書ロ

及びハに該当する事情も認められない。また，当該部分は個人識別部

分であり，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書き

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

イ 当該不開示部分のうち，「事業場（所属部署）内における当該労働

者の位置づけ」欄の不開示部分には，特定事業場の関係者の氏名が記

載されており，かつ，聴取実施者には○印が付記されている。 

聴取実施者の氏名及び聴取実施者であることを示す○印は，一体と

して法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関す

る情報であって，特定の個人を識別することができるものに該当し，

同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認められず，

当該部分は一体として個人識別部分であることから，法１５条２項

による部分開示の余地もない。 

また，聴取実施者であることを示す○印を付記されていない者の氏

名についても，法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の

個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができるも

のに該当し，同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は

認められず，また，個人識別部分であることから，法１５条２項に

よる部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書き

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

ウ その余の部分は，聴取内容であり，これを開示すると，被聴取者等

が，労災給付請求者である審査請求人からの批判等を恐れ，被聴取者

等自身が認識している事実関係等について直接的な申述を行うことを

ちゅうちょし，労災給付請求者側又は所属事業場側いずれか一方に不

利になる申述を意図的に忌避するなど，正確な事実関係の把握が困難

となるおそれがあり，労働基準監督署が行う労災認定の事務の適正な

遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条２号
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について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（２）別表に掲げる文書番号３（添付資料目次），文書番号５（意見書①），

文書番号６（意見書②）①，文書番号７（意見書③），文書番号８（意

見書④），文書番号９（意見書⑤），文書番号１０（意見書⑥），文書

番号１１（診療報酬明細①），文書番号１３（診療報酬明細③）②，文

書番号２１（資料一覧），文書番号２４（組織図）①，文書番号２５

（社員名簿），文書番号３５（休業・求職申請書等），文書番号３６

（健康診断結果等），文書番号３７（受診結果報告書），文書番号３８

（産業医面談記録等）及び文書番号３９（事業場提出資料）①の不開示

部分について 

当該不開示部分は，審査請求人以外の個人の氏名（氏のみの場合を含

む。），署名又は印影，所属，役職，電話番号，メールアドレス，社員

番号，所属名，勤務地，役職及び支給区分であり，それぞれ一体として

法１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報で

あって，特定の個人を識別することができるものに該当する。 

ア 当該不開示部分のうち，文書番号２４①の不開示部分については，

審査請求人が特定事業場に勤務していた期間の組織図の氏名であり，

審査請求人が知り得る情報と認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条２号ただし書イに該当し，開示

すべきである。 

イ その余の部分については，法１４条２号ただし書イないしハのいず

れにも該当する事情は認められず，また，個人識別部分であることか

ら，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 

（３）別表に掲げる文書番号６（意見書②）②の不開示部分について 

当該不開示部分は，医師の意見書の記載であり，上記（１）ウと同様

の理由により，法１４条７号柱書きに該当し，同条２号について判断す

るまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（４）別表に掲げる文書番号１２（診療報酬明細②）及び文書１３（診療報

酬明細③）①の不開示部分について 

当該不開示部分は，特定健康保険組合の印影である。 

当該印影については当該文書が真正に作成されたことを示す認証的機

能を有するものとして，それにふさわしい形状をしているものと認めら

れ，これを開示すると，当該事業場の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イに該当し，不開示とするこ

とが妥当である。 
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（５）別表に掲げる文書番号１５（聴取書②），文書番号１６（聴取書③），

文書番号１７（聴取書④），文書番号１８（電話聴取書①），文書番号

１９（電話聴取書②）及び文書番号２０（電話聴取書③）の不開示部分

について 

ア 当該不開示部分のうち，住所，職業，氏名，生年月日，年齢，署名，

印影及び名刺は，それぞれ一体として法１４条２号本文前段に規定す

る審査請求人以外の個人に関する情報であって，特定の個人を識別す

ることができるものに該当し，同号ただし書イないしハのいずれにも

該当する事情は認められず，また，当該部分は個人識別部分であるこ

とから，法１５条２項による部分開示の余地もない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号に該当し，同条７号柱書き

について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

イ その余の部分は，労働基準監督署の調査担当官が本件労災請求に対

する処分に当たり，審査請求人以外の第三者から聴取した内容であり，

上記（１）ウと同様の理由により，法１４条７号柱書きに該当し，同

条２号について判断するまでもなく，不開示とすることが妥当である。 

（６）別表に掲げる文書番号２２（事業主申立書）①の不開示部分について 

ア 当該不開示部分のうち，担当者氏名は，上記（１）アと同様の理由

により，法１４条２号に該当し，同条３号イについて判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

イ 当該不開示部分のうち，印影については，上記（４）と同様の理由

により，法１４条３号イに該当し，同条２号について判断するまでも

なく，不開示とすることが妥当である。 

（７）別表に掲げる文書番号２２（事業主申立書）②及び文書番号３９（事

業場提出資料）②の不開示部分について 

当該不開示部分は，労働基準監督署の調査担当官の求めに応じて，特

定事業場から提出された資料の記載である。 

ア 当該不開示部分のうち，文書番号３９の１頁右側４行目，７ないし

９行目，１１行目，１４行目及び１５行目並びに左側５ないし７行目

及び１１行目については，原処分で既に開示されている文書番号２１

の１頁の記載から推認できる内容であると認められる。 

このため，これを開示しても，当該事業場の権利，競争上の地位そ

の他正当な利益を害するおそれや，労働基準監督署が行う労災認定

の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められず，

かつ同様の理由により，審査請求人に開示しないという条件を付す

ることが，当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理的である

とは認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条３号イ及びロ並びに７号柱書き
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のいずれにも該当せず，開示すべきである。 

イ その余の部分については，これを開示すると，事業場及び関係者の

労災認定の調査への協力をちゅうちょさせ，事実関係を把握すること

が困難となり，労働基準監督署が行う労災認定の事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあると認められる。 

したがって，当該部分は，法１４条７号柱書きに該当し，同条３号

イ及びロについて判断するまでもなく，不開示とすることが妥当で

ある。 

（８）別表に掲げる文書番号２４（組織図）②の不開示部分について 

当該不開示部分は，労働基準監督署の調査担当官の求めに応じて，特

定事業場から提出された組織図の記載であり，個人名と一体として，法

１４条２号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であ

って，特定の個人を識別することができるものに該当する。 

当該不開示部分は，審査請求人が当該事業場に勤務していた期間の組

織図の一部であり，審査請求人が承知している情報と認められることか

ら，同号ただし書イに該当し，これを開示しても，労働基準監督署が行

う労災認定の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認めら

れず，かつ同様の理由により，審査請求人に開示しないという条件を付

することが，当該情報の性質，当時の状況等に照らして合理的であると

は認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条２号ただし書イに該当し，同条３

号ロ及び７号柱書きのいずれにも該当せず，開示すべきである。 

（９）別表に掲げる文書番号３２（ジョブプロファイル）の不開示部分につ

いて 

当該不開示部分は，労働基準監督署の調査担当官の求めに応じて，特

定事業場から提出された審査請求人のジョブプロファイルであり，審査

請求人が承知している情報と認められることから，これを開示しても，

労働基準監督署が行う労災認定の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるとは認められず，かつ同様の理由により，審査請求人に開示し

ないという条件を付することが，当該情報の性質，当時の状況等に照ら

して合理的であるとは認められない。 

したがって，当該部分は，法１４条３号ロ及び７号柱書きのいずれに

も該当せず，開示すべきである。 

４ その他について 

 当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，審査請求人は，

特定労働基準監督署長による労災保険給付の不支給決定を不服として，東

京労働者災害補償保険審査官に対し，労働者災害補償保険法に基づく審査

請求を提起しており，原処分後に，上記労災保険給付に係る審査請求事件
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について，東京労働者災害補償保険審査官による決定がなされ，審査請求

人に対しては既に当該決定書の送付がなされており，また，その後，審査

請求人から労働保険審査会に再審査請求がなされ，審査請求人に対して，

当該事件に係る一連の審査資料がまとめられた，いわゆる事件プリントが

送付されているとのことであった。本件開示請求に係る原処分時において

は，当該決定書及び事件プリントの内容を審査請求人が知り得る状況では

ないが，当該決定書等の送付により，当該決定書等記載の情報については

不開示とする事情は失われていると認められることから，諮問庁の現時点

における対応としては，当該決定書等により審査請求人が知り得る情報に

ついては開示することが望ましい。 

５ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法１４条２

号，３号イ及びロ並びに７号柱書きに該当するとして不開示とした決定に

ついては，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分のうち，別表の４

欄に掲げる部分は，同条２号，３号イ及びロ並びに７号柱書きのいずれに

も該当せず，開示すべきであるが，その余の部分は，同条２号，３号イ及

び７号柱書きに該当すると認められるので，同条３号ロについて判断する

までもなく，不開示とすることが妥当であると判断した。 

（第３部会） 

 委員 岡島敦子， 委員 葭葉裕子， 委員 渡井理佳子 
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別 表  

文

書

番

号 

１ 対象文書

名 

２ 不開示を維持す

る部分 

３  不開示情

報 

法１４条該当

号 

４ 開示すべき部

分 

 

２

号 

３

号

イ 

３

号

ロ 

７

号 

１ 精神障害の業

務起因性判断

のための調査

復命書 

５頁，７頁ないし１

７頁，１９頁，２０

頁，２６頁の不開示

部分 

○     ○ なし 

２ 関係者の申立

（要旨） 

１頁ないし３頁の不

開示部分全て 

○     ○ なし 

３ 添付資料目次 １頁不開示部分全て ○       なし 

４ 療養補償給付

たる療養の給

付請求書等 

－         なし 

５ 意見書① 署名及び印影部分 ○       なし 

６ 意見書② ①署名及び印影部分 ○       なし 

②１頁項目１１の２

行目の記載 

○     ○ なし 

７ 意見書③ 署名及び印影部分 ○       なし 

８ 意見書④ 署名及び印影部分 ○       なし 

９ 意見書⑤ 印影部分 ○       なし 

１

０ 

意見書⑥ 印影部分 ○       なし 

１

１ 

診療報酬明細

① 

１頁担当者氏名部分 ○       なし 

１

２ 

診療報酬明細

② 

印影部分   ○     なし 

１

３ 

診療報酬明細

③ 

①１頁印影部分   ○     なし 
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②１頁担当者氏名部

分 

○       なし 

１

４ 

聴取書① －         － 

１

５ 

聴取書② １ 頁 ５ 行 目 ５ 文 字

目，６文字目を除く

不開示部分 

○     ○ なし 

１

６ 

聴取書③ １ 頁 ６ 行 目 ５ 文 字

目，６文字目を除く

不開示部分 

○     ○ なし 

１

７ 

聴取書④ １ 頁 ６ 行 目 ５ 文 字

目，６文字目を除く

不開示部分 

○     ○ なし 

１

８ 

電話聴取書① 項目番号の記載を除

く不開示部分 

○     ○ なし 

１

９ 

電話聴取書② 項目番号の記載を除

く不開示部分 

○     ○ なし 

２

０ 

電話聴取書③ 項目番号の記載を除

く不開示部分 

○     ○ なし 

２

１ 

資料一覧 １頁不開示部分 ○       なし 

２

２ 

事業主申立書 ①１頁担当者名及び

印影，６頁担当者氏

名部分 

○ ○      なし 

②３頁，４頁不開示

部分，６頁の担当者

氏名部分以外の不開

示部分 

  ○ ○ ○ なし 

２

３ 

会社パンフレ

ット 

－         － 

２

４ 

会社組織図 ①取締役会，監査役

の人物以外の個人氏

名部分 

○      全て 
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②不開示部分のうち

①を除く部分 

○    ○ ○ 全て 

２

５ 

社員名簿 取締役会，監査役の

人物以外の個人に関

する記載がある部分 

○       なし 

２

６ 

規程類 －         － 

２

７ 

人事台帳 －         － 

２

８ 

雇用契約関係

書類 

－         － 

２

９ 

本人履歴書 －         － 

３

０ 

職務経歴書 －         － 

３

１ 

採用面接時の

Ｅｖａｌｕａ

ｔｉｏｎ Ｓ

ｈｅｅｔ 

－         － 

３

２ 

ジョブプロフ

ァイル 

不開示部分全て     ○ ○ 全て 

３

３ 

勤務表 －         － 

３

４ 

給与明細表 －         － 

３

５ 

休業・休職申

請書等 

１頁，３頁，５頁担

当者印影部分 

○       なし 

３

６ 

健康診断結果

等 

１頁印影部分，２頁

氏名部分，３頁印影

部分 

○       なし 

３

７ 

受診結果報告

書 

１頁印影部分 ○       なし 

３

８ 

産業医面談記

録等 

１頁，３頁印影部分 ○       なし 
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３

９ 

事業場提出資

料 

①１頁担当者氏名部

分 

○       なし 

②①以外の不開示部

分全て 

  ○ ○ ○ １頁右側４行目，

７ないし９行目，

１１行目，１４行

目及び１５行目並

びに左側５ないし

７行目及び１１行

目 

 

 

  

 


